
 
 
 

 

平 成 2 5 年 1 1 月 1 1 日 

各  位 
京都市上京区東堀川通リ一条上ル竪富田町 436番地の 2  
株 式 会 社 エ ス ケ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 

代表取締役社長  石 田 昌 德   
 （コード番号：６６７７） 

問い合わせ先 経営戦略室長  前 川  隆  
電 話 番 号 0 7 5（ 4 4 1） 2 3 3 3（代表） 

 
 

剰余金の配当および別途積立金の取り崩しに関するお知らせ 

 
 

 当社は、平成 25 年 11 月 11 日開催の取締役会において、以下のとおり、平成 25 年 9 月 30 日を基準日

とする剰余金の配当および別途積立金の取り崩しを行うことについて決議いたしましたので、お知らせい

たします。 
 なお、本件は平成 25 年 12 月 20 日開催予定の第 12 期定時株主総会に付議する予定でございます。 
 

１．剰余金の配当について 
 
（１）配当の内容 

 決定額 
直近の配当予想 

（平成 24年 11月 12日公表） 

前期実績 
（平成 24年 9月期） 

基準日 平成 25 年９月 30日 平成 25年９月 30日 平成 24年９月 30日 

1株当たり配当金 10円 00 銭 未定 ‐ 

配当金総額 113,372 千円 ‐ ‐ 

効力発生日 平成 25 年 12月 24日 ‐ ‐ 

配当原資 その他利益剰余金 ‐ ‐ 

 
（２）理由 

 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけ、経営基盤の充実・強化を図

りながら、積極的な事業展開を推進し、業績の向上に努める所存であります。配当につきましては、業績

の変化を反映させつつ、株主の皆様に対して継続的な配当の実施を基本に、将来の事業展開に備えるため

の内部留保の充実、業績の進展への見通し等を総合的に勘案して、株主の皆様のご期待にお応えしていき

たいと考えております。  

この方針に基づき、平成 25年９月期の経営成績において、本日発表の「平成 25年９月期決算短信」に

てご報告しましたとおり、黒字転換を達成したことを踏まえ、株主の皆様に利益還元を図るために配当の

額を１株当たり 10円 00銭（前期は無配）とさせていただくことといたしました。 

 

２．別途積立金の取り崩しについて 
 
（１）実施内容 
    ・減少する剰余金の項目およびその金額 別途積立金   400百万円 
    ・増加する剰余金の項目およびその金額 繰越利益剰余金 400百万円 
（２）実施理由 

  別途積立金を取り崩すことにより繰越利益剰余金を補填し、期末配当の実施を可能とするため。 

（３）効力発生日 

  平成 25年 12月 20日開催予定の第 12期定時株主総会決議をもって、本件取り崩しの効力が生じます。 

（４）業績に与える影響 

  本件による当社業績への影響はございません。 

以上 

 


